
「不動産鑑定士調停センター」手続の進め方

調停人が、紛争解決の公正を妨
げる事情があると判断する時
は、忌避申立てが行えます。
必要なもの
・忌避申立書

必要に応じて
運営委員会が選任。
鑑定・調査などを
行います。

【相談】
・相談申込書の提出による受付

【手続期日】
      ・当事者双方
      ・調停人
      ・利害関係人
などの出席による話合い

【 和 解 成 立 】

【相手方への通知・確認】
・回答書
・答弁書
（配達証明郵便）

【終了】
調停終了通知の送付

(第47条)

【和解】
和解契約書の作成

(第50条)

鑑　　定　　人
(第48条)

不動産に関する紛争
(第4条)

相手方の応諾

【調停申立】
(第25条)

調停申立に必要なもの
・調停申立書
・申立手数料
　1件　10,500円(消費税込)

受理できないもの
　・本センターの内容にあわない
　・申立費用が入金されない

【調停受理】
(第26条)

【調停人選任】
・調停人推薦委員会

(第32条)

当事者双方の意見をもとに、手続期日
を指定します。通知は原則として当事
者が希望した方法で７日前までに行い
ます。

【期日の決定】
(第42条)

【忌避申立】
(第36条)

<作成>
期日調書
(第54条)

期日手数料
1期日につき31,500円（消費税込）
当事者双方もしくは当事者一方に
上記金額を納めていただきます。

【解決案の提示】
調停人による解決案

の提示や調整

【和解不成立】

次の場合は、終了となります。

・調停取下げ書が提出された場合
・調停続行が困難と判断した場合
・費用が入金されない場合

紛争解決手数料について

和解が成立した場合、別途手数料規程に基
づいた紛争解決手数料等の諸費用につい
て、各自の負担額を和解契約書に記載しま
す。

<手続実施記録>
記録の非公開

(第54条)
10年間保存
(第58条)
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